
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

による減免の適用フローチャート（介護保険料）

【名寄市健康福祉部こども・高齢者支援室高齢者支援課介護保険係】

世帯の主たる生計維持者が死亡

または重篤な傷病を負った方で

あるか

世帯の主たる生計維持者のいずれかの事業収入（給与・事業

（営業・農業等）・不動産・山林）の減少額が令和２年中と令

和３年１月以降と比較し、３割以上減少する見込みであるか

該当する

⇒介護保険料が全額減免とな

る可能性があります。

【必要な書類例】

死亡診断書、医師の診断書等

減少しない

⇒介護保険料の減免対象世帯

ではありません。

⇒減少する

令和２年中に事業収入（給与・事業（営業・農業

等）・不動産・山林）以外で400万円を超える所

得がある。

⇒介護保険料の減免対象世帯ではありません

世帯の主たる生計維持者の減

少が見込まれる収入以外の令

和２年度の合計所得が400万

円を超えるか

令和２年中に事業収入以外で400万円を超える所得はない

⇒介護保険料が全額または一部減免となる可能性があります

【必要な書類例】

・収入が３割以上減少する見込みであることが確認できる書類

令和２年の収入・所得がわかるもの（確定申告の写し等）

給与明細書・売上台帳など令和３年中の収入がわかるもの

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業をされたことが確認できる書類

廃業届、休業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給者資格証など


